
貸 与 制 に つ い て

１ 司法修習の意義

(1) 司法修習の必要性－実務教育の主要部分を担う不可欠のプロセス

(2) 国による修習の運営

修習専念義務に基づく全力での修習

２ 給費制の趣旨と内容

(1) 司法修習生が修習期間中の生活の基盤を確保して修習に専念でき

るように，修習の実効性を確保するための一つの方策として，国庫

から一定額の給与を支給

(2) 給与月額２０万４２００円＋諸手当

３ 貸与制導入の趣旨

(1) 貸与制導入に至る経過（資料１～３）

(2) 貸与制導入の趣旨

国民の理解を得つつ，修習に専念できる環境を確保するための措置

① 新たな法曹養成制度の整備や日本司法支援センター（法テラス）

の創設等，新たな財政負担を伴う司法制度改革の諸施策を進める

上で，限りある財政資金をより効率的に活用し，司法制度全体に

関して合理的な国民負担（財政負担）を図る必要があること

② 給費制創設当初と比較して，司法修習生が大幅に増加しており，

新たな法曹養成制度の整備に当たり，司法修習生の増加に実効的

に対応できる制度とする必要があること（資料４）

③ 公務員ではなく公務にも従事しない者に国が給与を支給するの

は，現行法上，異例の制度であること

などから貸与制を導入。

４ 貸与制の内容（資料５）

(1) 資力要件なし，無利息

(2) 貸与額

(3) 保証人

(4) 返還方法

(5) 返還の猶予・免除（資料６）

５ 貸与制の暫定的な停止

衆議院法務委員会決議（資料７）

６ その他（資料８～１２）
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